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１ヶ月変形労働時間制の
　　　　　　運用マニュアル
　　　　　　　　（案）
１．目的
このマニュアルは、管理職や事務関係者に対して「１ヶ月単位の変形労働時間制」の理解を深めて活用してもらうために、運用上の注意点を記述したものです。

したがって、「就業規則」や「規定類」のように、絶対に守らなければならないことを記述したものではありません。運用する上での参考書と考えていただきたい。
２．　変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、一定の期間内について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内であれば、１週又は１日の法定労働時間の規制を超えて労働時間の配分を変えることを認める制度です。

　たとえば、４週間の期間のうち、月末の１週間の労働時間を４５時間と設定しても、月初めの１週間を３５時間、その他の週を４０時間と設定すれば、その期間における平均の週労働時間は４０時間となるので、月末の週についてだけ４０時間を超えているとしても、労働基準法違反にはなりませんし、残業にもなりません。 

３．　１か月単位の変形労働時間制（労働基準法第３２条の２）

１か月単位の変形労働時間制の要件は、下記のとおりです。
①就業規則（就業規則作成義務のない小規模事業場はその他これに準ずるもの）又は労使協定により

②１か月以内の一定の期間において

③その期間を平均した１週間当たりの労働時間が４０時間を超えない範囲において

④各日・各週の労働時間と変形期間の初めの日などを具体的に定めることです。
４．　１ヶ月変形労働制の歴史
長い間週48時間労働制だった日本の労働時間も、1987年(昭62年）の労働基準法改正により、本則に週40時間労働制が明記され、段階的に法定労働時間を短縮していくこととされた。同時に「変形労働時間制」、みなし労働時間制、フレックスタイム制等の労働時間の弾力化が始まった。1998年（平10年）の労働基準法の改正で、１か月単位の変形労働時間制は、「労使協定又は就業規則等の定めにより導入」できる使いやすい制度になりましたが、労働制度の中では比較的新しい制度です。
５．用語

　①　法定労働時間＝法律（労働基準法第３２条）により定められた労働時間の上限で、原則として「１日について８時間、１週間について４０時間」のことをいい、これを超える場合は割増賃金の支払いが必要となります。
　②　所定労働時間＝法定労働時間の範囲内で会社が決めた労働時間で、これを越えても法定労働時間を越えなければ、割増賃金は不要です。
６．時間外割増賃金の算定が必要な場合

　　１ヶ月変形労働制の場合、時間外割増賃金の算定は、（１）１日、（２）１週間、（３）１ヶ月の順番に３点で算定を行う必要があります。

　（１）　１日について　　
	８時間を越えるシフトを指定した場合は、その時間を超えた時間分
	（例）１０時間のシフトを指定した場合で、１２時間勤務をした場合は、１２－１０時間＝２時間を算定

	８時間未満のシフトを指定した場合は、８時間を超えた時間分
	（例１）６時間のシフトを指定した場合で、７時間勤務をした場合は、８時間未満であるので割増は不要

（例２）６時間のシフトを指定した場合で、１０時間勤務をした場合は、１０－８時間＝２時間を算定


　（２）　１週について　　
	４０時間を越えるシフトを指定した場合は、その時間を超えた時間分。
ただし、上記の（１）で割増賃金の対象となった時間は、除いて計算します。
	（例）４２時間のシフトを指定した場合で、４４時間勤務をした場合は、４４－４２時間＝２時間を算定。ただし、上記の（１）で割増賃金の対象となった時間が１時間あれば、２－１時間＝１時間として計算します。

	４０時間未満のシフトを指定した場合は、４０時間を超えた時間分。

ただし、上記の（１）で割増賃金の対象となった時間は、除いて計算します。
	（例）３８時間のシフトを指定した場合で、４４時間勤務をした場合は、４４－４０時間＝４時間を算定。ただし、上記の（１）で割増賃金の対象となった時間が１時間あれば、４－１時間＝２時間として計算します。


　（３）　１ヵ月（変形期間）について
　　通常の１週間の法定労働時間は４０時間ですから、これを変形して１ヶ月にした場合に、その月の暦日数によって総枠が下記のように変化します。この総枠の中でシフトを組んで、そのとおり労働させる場合には、割増賃金は、不要です。
	変形期間の暦日数
	法定労働時間の総枠
	計算方法（小数点２位以下切捨）

	３１日
	１７７．１時間
	４０×３１÷７≒１７７．１

	３０日
	１７１．４時間
	４０×３０÷７≒１７１．４

	２９日
	１６５．７時間（閏年のみ）
	４０×２９÷７≒１６５．７

	２８日
	１６０．０時間
	４０×２８÷７≒１６０．０


（４）　最終的な時間外時間の算定
　　（１）１日＋（２）１週間＋（３）１ヶ月（変形期間）＝ダブりを除いた合計の時間外労働時間

７．間違えやすい時間外割増計算のポイント
　（１）　１ヶ月総枠時間だけで計算する場合に起きるミス（例１）
１ヶ月３０日の月に、１ヶ月所定労働時間１６４時間のシフトが組まれていたとします。その労働者が、ある日９時間のシフト指定（所定労働時間）の時に、１１時間労働をした場合、２時間の時間外が発生します。しかし、１ヶ月の総枠だけで計算すると
　　　　（１６４＋２）＝１６６時間＜１７１．１時間　となって残業が発生しなくなってしまいます。これでは、上記の５．（４）の原則に反してしまいます。
（２）　休日を振り替えた場合の注意点
変形労働制のシフトで指定した休日を振り替えることは、使用者側が恣意的に頻繁に行うものではなく、合理的理由（突発的大量受注、他の従業員の病休など）があれば、振替に問題はありません。
　ただし、この場合に振替後に週の所定労働時間が４０時間を超える場合は、時間外割増の算定が必要です。
＜割増が必要な場合＞

	振替前
	日
	月
	火
	水
	木
	金
	土
	振替後

	３９ｈ
	９ｈ
	休⇒９ｈ
	９ｈ
	休
	１２ｈ
	休
	９ｈ
	４８ｈ

	
	
	
	　　　　振替
	
	
	
	

	３９ｈ
	９ｈ
	休
	９ｈ⇒休
	休
	１２ｈ
	休
	９ｈ
	３０ｈ


　　　　　　休日を振替後は、４８時間労働になる週は、８時間の割増の算定が必要となる。
８．その他の変形労働制を運用する上でのポイント
（１）　シフトの１日の労働時間の上限はありません
最初にシフトを組む時には、１日の労働時間の上限は、原則としてありません。例えば、８時間労働を超えて、１８時間や２４時間の労働時間を組んでいても、時間外労働の割増を計算する必要はありません。

（２）　深夜の割増労働の算定は必要です
シフトで規定した１労働日の長さにかかわらず、深夜時間帯の「２２時から５時」までの深夜時間帯に労働をする場合は、２５％の割増算定が必要です。

（３）　フロントの仮眠時間は、原則として「休憩時間」で、労働時間ではありません
○○○○・ホテルグループの就業規則第１３条（１版）に「2.　勤務が、2労働日にわたる場合は、午前1時から5時の間に2時間の仮眠時間を交代で取ることができる。」と規定されています。

交代要員がいて仮眠が取れる場合は、休息時間となります。ただし、業務上の都合で、仮眠を中断した場合は、それ以降は勤務時間として取り扱います。
（４）　１労働日は、基本的には１シフトの労働日としますが、例外があります。
有給休暇を付与する条件は、所定労働日の８割以上の出勤が条件となります。この場合は、基本的に１シフトの指定を「1労働日」として計算します。例えば、１２時間労働の日に出勤しても、１労働日であり、１２÷８時間＝１．５労働日を出勤したとして計算しません。ただし、16時間以上のシフトが連続した場合は、２労働日として計算します。
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· ただし、「１ヶ月変形労働制」は、まだ制度が生まれたばかりなので、労働基準監督署の指導内容も変化することが予想されます。上記事例は、その点で充分注意が必要です。
文責：社会保険労務士　
手島　伸夫






＜例＞　午後３時より勤務を開始して、深夜を行い、連続して翌朝の９時まで勤務した�場合は、　


　　・　午後３時から深夜1１時までが、8時間労働の1労働日として計算します。


・　深夜１１時から翌朝９時までの10時間のうち、仮眠時間の2時間があって、それを差し引いても8時間労働になりますので、２労働日目として計算します。





＜例＞　　６時間労働の日に休んだ場合でも、１労働日になるか


○○○○・ホテルグループの就業規則第２０条（１版）には、「３．有給休暇は、半日単位で取得することもできるものとする。」とされており、時間単位の取得を認めていないので、１労働日の有給休暇を取得したものとみなします。





＜この事例の場合、有給休暇をとった時の労働日の計算＞


・　2労働日の有給休暇をとったものとして計算します。


・　また、翌年の有給休暇取得に必要な8割の出勤日の計算では、2労働日を休んだものとして計算します。


・　出勤した場合は、当然2労働日を出勤したものとして、取り扱います。












